
 

 

【問合せ】  

東大和市教育委員会 教育部 

青少年課 青少年育成係 

☎042-563-2111内線 1742～1744 

 

 

令和８年度 東大和市 

「学童保育所」・ 

「ランドセル来館」申請案内 
 

○申請できる方（詳しくは 4ページ及び 11 ページ） 

次の全てにあてはまる方が申請できます。 

・お子さんが市内に住んでおり、小学校に通っている方 

・労働などによって、放課後のお子さんの監護ができない方 

・過去に学童保育所を利用している方（兄弟を含む）で、育成料等の

未納が 6か月以上ない方（ランドセル来館申請者も要件です） 
 

○申請受付の期間（詳しくは 5ページ） 

・令和 8年 4月 1日から利用開始したい場合（期限必着） 

一次申請期間 令和 7年 12 月 5 日㈮～令和 8年 1月 15 日㈭ 

二次申請期間 令和 8年 1 月 16 日㈮～令和 8年 2月 20 日㈮ 

※ 令和 7年度に利用している方も、毎年度申請が必要です。 

なお、令和 8年 4月 1日からの利用を希望する場合は、二次申請期限の令

和 8年 2 月 20 日㈮が申請受付締切となります。 

※ 二次申請は、一次申請の決定後に空きがある場合のみ入所できるため、
二次申請以降は高い基準点であっても一次申請で満員になった場合は、
保留（待機）となります。 

このため、できるだけ一次申請期間中にご申請ください。 

            

・令和 8年 5月 1日以降に利用開始したい場合（期限必着） 

入所希望月 受付締切 入所希望月 受付締切 入所希望月 受付締切 

5 月入所 4 月 15 日㈬ 9 月入所  8 月 14 日㈮ 1 月入所 12 月 11 日㈮ 

6 月入所 5 月 15 日㈮ 10 月入所  9 月 11 日㈮ 2 月入所  1 月 15 日㈮ 

7 月入所 6 月 15 日㈪ 11 月入所 10 月 15 日㈭ 3 月入所  2 月 12 日㈮ 

8 月入所 7 月 15 日㈬ 12 月入所 11 月 13 日㈮   
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〇各事業の紹介 

（１）学童保育所（放課後児童健全育成事業） 

 学童保育所（放課後児童健全育成事業）とは、小学校に就学している児童で

あって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、授業の終了後など

に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健

全な育成を図る事業です。条例等に運営等の基準に関する規定があり、その規

定に沿った人員配置や設備がされています。各クラブで決めた生活目標や一日

の流れに沿って過ごします。  

東大和市内には公設 11 クラブと民設 2クラブがあり、公設は、令和 2年度か

ら、民間企業に委託して運営しています。 

また、立野学童クラブは、社会福祉法人立野みどり福祉会が運営している民設

民営の学童保育所です。開所時間や育成料、職員配置などは、公設と同じです。

入所手続きは市を通して行いますが、入所後の各種手続きは直接立野学童クラ

ブで行います。 

 

（２）ランドセル来館事業 

 学童保育所の待機児童対策として、児童館が実施している事業です。このため、

利用要件は学童保育所とほぼ同様となっています。現在は、定員の設定がなく、

学童保育所に申請し、待機となった場合にも利用できます。利用中は、児童は児

童館職員が見守る中で自由に過ごします。保育事業ではありません。 

 

（３）共通事項（4ページ及び 11 ページ） 

要件に該当している期間のみ利用できます。このため、退職したり、病気が改

善する等により要件に該当しなくなった場合は利用できません。 

車での送迎は禁止です。学童保育所や児童館周辺の住環境へ、ご配慮願
います。学校や自宅から児童が一人で通うことができる学童保育所や児童館を

選択してください。 

平日は学校終了後、学校のない土曜日や長期休暇中は自宅からのみ利用でき

ます。塾や習い事のために途中で抜けたり、後で利用することはできません。例

外は、夏休み中の学校のプールや補習等の学校が主催する行事や通院のみとな

りますので、予めご了承ください。 

学童保育所、ランドセル来館のいずれも 3 か月以上連続して利用しない

場合（休所含む。）は、退所または利用取消しとなります。  
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○申請から入所までの流れ 
「学童保育所」または「ランドセル来館」のいずれか利用したい方を選び申請し

てください。※両方同時に申請することはできません。（概要は 4ページ及び 11

ページ参照） 

令和 7年度に利用している児童も改めて申請が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 学童保育所の希望クラブやランドセル来館の行先を変える場合は、現在の申請を取り下げて、

新たに申請が必要です。 

※ 施設の状況（施設整備に伴う臨時休館等）によって、利用できる場所の変更・休止等をする

場合があります。 

※ 学童保育所については、兄弟で申請しても、点数順に順次入所承認するため、どちらかに先

に入所承認が出た場合、もう一方が入所承認されるまで待機することはできません。

  

 

学童保育所待機 

学童保育所入所 

ランドセル来館利用申請 

ランドセル来館利用 

学童保育所希望の方 ランドセル来館希望の方 

学童保育所入所申請 

入所承認となった場合 

ランドセル来館一時利用 

入所保留となった場合 

入所順番がきた場合 

※ ランドセル来館一時利用中に学童保育

所入所申請を取り下げ、引き続きランドセ

ル来館をご利用される場合、各月の期限(5

ページ参照)までに学童保育所の入所申請

取下げ及びランドセル来館利用申請が必

要となりますので、ご注意ください。再申

請されない場合は、学童保育所入所申請を

取り下げた翌月からランドセル来館の利

用はできません。 
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○学童保育所・ランドセル来館の概要 
 

 学童保育所 ランドセル来館 

 ＜参考＞児童館の利用 

※詳細は、直接各児童館に 

お問い合わせください。 

対象者 申請要件を満たす保護者の児童 
 市内在住・在勤・在学の 18

歳未満の児童、乳幼児親子 

利用方法 

利用期間 

各年度事前申請（定員あり） 

平日は、放課後直接来所 

入所承認期間内 

各年度事前申請（定員なし） 

平日は、放課後直接来館 

入所承認期間内 

 来館当日までに利用登録 

（定員なし） 

平日は、一度帰宅後来館 

最大 3年間有効 

実施日時 

月～土曜日（祝日・年末年始の

12/29～1/3 を除く） 

月～土曜日（祝日・年末年始の

12/28～1/3 を除く） 

 月～土曜日（祝日・年末年

始の 12/28～1/3 を除く） 

平日 放課後～午後 7時 

土曜日及び学校休業日 

午前 8時～午後 7時 

※午後 6時～午後 7 時は延長保育 

※午後 5時～午後 7 時はお迎え必須 

平日 放課後～午後 5時 

土曜日及び学校休業日 

午前 8時 30 分～午後 5時 

 午前 10 時～正午 

午後1時～午後5時(小学生) 

※正午～午後１時は、お弁

当持参した場合、館内で食

事ができます。持参しない

場合、一旦退館となります。 

※選挙や施設管理等による 

臨時閉館あり 

実施場所 学童保育所専用育成室 児童館または学校施設の一部  児童館 

費用 

育成料 4,500 円 

間食費 1,500 円 

延長育成料(月額) 2,500 円 

延長育成料(日額)   500 円 

※育成料・延長育成料は要件に 

該当する世帯は無料 

無料 

 

無料 

実施内容 

各学童保育所が計画したプロ

グラムで、放課後児童支援員な

どによる集団保育。障害児等に

は加配制度あり。 

学校から直接児童館を利用で

きる直接来館事業。児童館内で

の自由遊びや行事への参加。児

童館職員による全体的な見守り

のみ（個別の状況に応じた保育

はありません。） 

 

帰宅してから児童館での自

由遊びや行事への参加。児

童館職員による全体的な見

守りのみ 

連絡等 

・連絡帳で事前に利用日、降所 

時間等を連絡 

・利用日に児童が来所しない 

場合は保護者に連絡。 

・出席印の押印 

・クラブでの様子を記載 

・メーリングリストあり 

・登下校メールシステムが 

利用できます。 

・連絡帳で事前に利用日、降館 

時間等を連絡 

・利用日に児童が来所しない 

場合は保護者に連絡。 

・出席印の押印 

・重要な連絡事項のみ記載 

・メーリングリストあり 

 

なし 

※緊急時は登録された保護者 

に連絡します。 

発行物等 クラブだより月 1回配布 なし  じどうかんだより月 1回設置 

間食の提供 あり なし  なし 

その他 
利用途中の一次退出や、塾や習い事等の後の利用はできません。 
例外は、夏休み中の学校のプールや補習等の学校が主催する行事
や通院のみとなります。 

 
利用中の出入り自由 
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<学童保育所について> 

○申請要件 
申請日時点ではなく、入所希望月の 1日時点で、以下の要件を全て満たす必要があります。 

(1) 東大和市内に居住または在学する児童を持つ方 

(2) 労働、疾病、障害、介護等、出産、就学、災害などによって、放課後のお子さんの監護が

できない方（14～15 ページの入所基準表に当てはまる方） 

(3) 過去に学童保育所を利用している方(兄弟を含む)で、育成料等の未納が 6か月以上ない方 

※ 過去に学童保育所を利用している方で、入所決定時点で育成料等の未納が 2 か月以上ある

場合は、入所基準指数が 6 点減算となります。減算は入所決定時点の状況によります。入所

決定時点で未納が 6 か月未満でも、入所月 1 日時点で 6 か月未納となった場合は申請要件を

満たさなくなるため、入所取消しとなります。 

 

 労働の場合の就労時間などの条件は以下のとおりです。 

・ 月の就労日数が 13 日以上であること 

・ 1 日の就労時間が 4 時間以上であること 

・ 児童の学年ごとに、就労終了時間が次の時間であること 

                         

1 年生   午後 2時 30 分以降 

2 年生   午後 2時 31 分以降 

3 年生   午後 3時 31 分以降 

4 年生以上 午後 4時 1分以降 

 

また、上記の(1)、(2)、(3)の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、入所

できません。 

 ① 感染症にかかっている場合 

② 心身に著しい障害、疾病等があって、学童保育所の設備及び運営の状況を勘案して集団

生活を営むことが困難であると教育委員会が認める場合 

③ 他の児童の育成を著しく妨げると認められる場合 
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○申請受付の期間 

令和 8年 4月 1日から利用開始したい場合（期限必着） 

一次申請期間 令和 7年 12 月 5日㈮～令和 8年 1月 15 日㈭ 結果発送：2 月中旬頃 

二次申請期間 令和 8年 1月 16 日㈮～令和 8年 2月 20 日㈮ 結果発送：3 月中旬頃 

※二次申請は、一次申請の決定後に空きがある場合のみ入所できるため、二次申請以降は高い

基準点であっても一次申請で満員になった場合は、保留（待機）となります。 

このため、できるだけ一次申請期間中にご申請ください。 
 

令和 8年 5月 1日以降に利用開始したい場合（期限必着） 

入所希望月 受付締切 入所希望月 受付締切 入所希望月 受付締切 

5 月入所 4 月 15 日㈬ 9 月入所  8 月 14 日㈮ 1 月入所 12 月 11 日㈮ 

6 月入所 5 月 15 日㈮ 10 月入所  9 月 11 日㈮ 2 月入所  1 月 15 日㈮ 

7 月入所 6 月 15 日㈪ 11 月入所 10 月 15 日㈭ 3 月入所  2 月 12 日㈮ 

8 月入所 7 月 15 日㈬ 12 月入所 11 月 13 日㈮   

※ 年度ごとに入所申請をいただくため、入所・利用を希望できる期間は、最長で令和 9年 

3 月 31 日です。 

 

○申請の方法 
下記宛先に、期限内必着で郵送にてご提出ください。（投函から到着まで最大 4 日

程度要することにご留意ください。） 

宛先：〒207-8585 東大和市中央 3丁目 930 番地 

      東大和市教育委員会教育部青少年課宛 

※ 本案内に添付している（ＨＰ除く。）郵送用封筒に、切手を貼ってご利用ください。料金

不足の場合は、市から個別に連絡し、不足分の切手をお持ちいただ

いた時点で受付といたします。 
 
※ 締切間際で郵送では間に合わない時などは、下記受付窓口にご提出ください。 

 

受付窓口 受付時間等 

① 各児童館（※休館日は除く） 平日・土曜 午前 10 時～午後 6時まで 

② 教育部青少年課 

（東大和市役所 5階 3番窓口） 

平日 午前 8時 30 分～午後 5時まで 

※土曜日の受付はありません。 

※ 受付窓口での提出の場合、申請書類は代理者ではなく保護者が直接持参してください。 

※ 必要書類の記入もれや不足・不備がないかご確認の上、ご提出ください。 

※ 青少年課は、令和 7年 12 月 27 日㈯～令和 8年 1月 4 日㈰及び祝日の受付はありません。

また、児童館は、令和 7年 12 月 28 日㈰～令和 8年 1月 4日㈰及び祝日の受付はありません。 

※ 市役所の平日夜間開庁時や市民センターの日曜・祝日は、施設が開所していても提出でき

ません。ご注意ください。 
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○申請に必要な書類 
・ 学童保育所入所申請書（空色） 

・ マイナンバーの分かる書類の写し（学童保育所入所申請のみ） 

・ 保護者の状況を証明する書類 

※ 保護者の状況を証明する書類は、父・母それぞれ提出してください。 

労 働 就労証明書・就労申立書。自営業の方は最新の確定申告書控えの写し等、内職の 

方は契約書写しをさらに添付。 

※ 確定申告書の控えがない場合は、開業届の写し、保健所等が発行する許可証 

等の写し、契約書の写し、広告（所在地・屋号、営業時間等記載必須）を提出 

してください。いずれも毎年提出してください。有償ボランティアの場合は、

勤務日数、時間活動時間等が確認できる書類を添付。 

疾 病 疾病名と入院や寝たきり、精神性疾患により日常の保育が困難である旨とその

期間が記載された医師の診断書など 

障 害 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保険福祉手帳、医師の診断書など 

介 護 等 介護認定書の写し、各種障害者手帳、医師の診断書など 

出 産 母子健康手帳など（母の名前と出産予定日がわかるページ） 

就 学 在学証明書及び時間割などの就学時間等が確認できる書類 

災 害 り災証明など 

育児休業 入所希望月の翌月 1日までの職場復帰年月日の入った就労証明書など 

 

(1) 就労証明書・就労申立書について 

① 就労証明書・就労申立書については、押印は不要です。 

② 弟妹が保育園の入所申請をする場合は、「就労証明書」及び「自営業就労申立書」 

については、3 か月以内に発行されたものに限り保育園入所申請添付書類の 

写しのご提出で代用することができます。（必ず保育園入所申請の提出前にご自身で 

写しをとり、学童保育の入所申請の際に写しを提出してください。保育課と青少年課 

の間で書類をやりとりすることはありません。） 

③ 勤務時間がシフト制であるなど変則勤務の場合は、最も代表的な勤務時間 
を「就労証明書」に記載されるように就労先と調整をしてください。勤務時間が複数 

記載されている場合、再提出していただく場合がございます。再提出日をもって受理 

としますので、申請期間についてご注意をお願いします。 

(2) 添付書類について 

① 各種証明に係る書類（就労証明書、医師の診断書等）については、学童保育所の申 

請日現在、3 か月以内に発行されたものに限ります。 

② 兄弟で学童保育所に入所申請される場合は、それぞれに保護者の状況を証明する書 

類は必要ですが、1人目は原本とし、2人目以降の添付書類は写しのご提出で差し支え 

ありません。 

③ 医師の診断書については、お子さんの監護ができない旨、監護ができない期間の記 

載をお願いします。 

(3) 注意事項 

① 学童保育所を希望される場合、20歳以上のご家族の方全員の本人同意欄へのチェ 

ックが必要です。 
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② 提出された申請書類等に不備があり、期限（５ページ「〇申請受付
の期間」参照）までに不備が解消されない場合、当該申請期間の次の
申請期間の申請として取り扱いますので、ご注意ください。 

 

 

障害のある児童の利用について 
「発達障害がある」「身体に障害がある」など、その旨を申請書に記載してください。児童に

必要な支援やその程度を確認し、施設の状況を踏まえ、安全に集団生活を送ることができるか

を検討して利用の選考をさせていただきます。 

申請時には、「身体障害者手帳」「愛の手帳」「精神障害者保険福祉手帳」をお持ちの児童は手

帳の写し、手帳のない方は、病名や心身の障害の程度が確認できる記載のある「医師の診断書」

をご提出ください。書類の確認ができましたら、基準指数につきまして 1 年生の点数を適用い

たします。 

 

 

申請時に住所が東大和市にない方について 
 申請時に住所が東大和市にない転居予定の方につきましては、東大和市に住所のあることが

確認できる「賃貸契約書」「売買契約書」などの写しをご提出ください。また、通知送付先の決

定のため、現住所と転居予定日を申請書裏面の余白に赤字で追記してください。 

 また、学童保育所を希望する方で、下記に該当する場合は、必ず申請書に全員の個人番号を

記載してください（証明書の提出が省略できます）。個人番号の記載を拒否される方は、各年１

月１日時点に居住していた自治体から課税証明書（非課税証明書）を家族全員分取り寄せて、

提出してください。 

①４～８月までに入所希望の方で、令和７年１月１日時点で東大和市に住民票がない（東大和

市で市民税の課税対象になっていない）方・・・令和７年度の課税証明書（非課税証明書） 

②９月以降入所希望の方で、令和８年１月１日時点で東大和市に住民票がない（東大和市で市

民税の課税対象になっていない）方・・・令和８年度の課税証明書（非課税証明書） 

 

 

○利用決定後について 

・ 入所承認の場合 
利用承認後、入所承認通知書を送付します。 

利用開始までに必要な手続きなどについては、入所承認通知にてご案内いたします。 

 

・ 保留（待機）となった場合 
保留通知書を送付します。ランドセル来館一時利用申出書を同封しますので、ランドセル

来館を利用しながら、学童保育所の空きが出るのをお待ちいただきます。順番が来ましたら、

入所承認通知書を送付します。学童保育所への入所を希望しなくなった場合

は、速やかに青少年課までご連絡をお願いします。 

また、学童保育所の待機をやめて、ランドセル来館を利用しようとする場合には、ランド

セル来館利用申請書等を改めて提出していただく必要があります。 
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※第二、第三希望を記載される方へ 
入所決定は、申請〆切時点の申請者全体で点数の高い順となります。このため、第二、第

三希望を記載されたからといって、第一希望に入れないということはありません。 

ただし、第二、第三希望に入所決定された場合はその時点で第一希望の入所待ちはできま

せん。第二、第三希望の記載は必須ではありませんので、必ずお子様が通うことができる学

童保育所を記載してください。 

 

 

 ○学童保育所の費用負担について 

（１）育成料及び延長育成料 

 育成料 

（月額） 

延長育成料 

（定期利用月額） 

延長育成料 

（1回利用） 

➀ 課税世帯 4,500 円 2,500 円 500 円 

 同一世帯第 2子以降 2,000 円 1,500 円 500 円 

➁ 生活保護世帯 無料 無料 無料 

➂ 市町村民税非課税世帯 無料 無料 無料 

➃ 生活困窮世帯 免除（0円） 免除（0円） 免除（0円） 

➄ 疾病等により月の全日数を休所 免除（0円） 免除（0円） 免除（0円） 

※ ②は、生活保護が決定された翌月分から保護の廃止月まで適用されます。 

※ ③は、4月～8月分は令和 7年度、9月～3月分は令和 8年度の市町村民税額（住民税）により決 

定します。 

※ ③で、以下に該当する方が世帯にいる場合は非課税世帯として確認できないため適用されません。 

・ 市外の親族の被扶養者である方 

・ 収入がない方で同世帯の親族からの扶養申告も本人の申告もされていない方 

・ 収入はあったが、確定申告も住民税申告もしていない方で、勤務先から市に給与支払報告書が

提出されていない方 

※ ③は、税額決定の翌月から適用となるため、月を遡って無料の決定はされませんのでご注意くだ

さい。 

 例 8 月上旬に市民税・都民税の申告→9月中に非課税世帯として確認→10 月分の育成料から無料

となる場合があります。 

※ ③で、令和 7年 1月 1日現在、東大和市に住所がない場合、非課税証明書の提出をお願いします。 

※ 延長育成料（1回利用）は、利用回数によっては、定期利用の月額 2,500 円を超える場合があり

ます。 

※ ④は、収入額が生活保護受給者と同程度である世帯です。生活保護基準により判定します。 

※ ④、⑤については、事前に申請や届出が必要となります。 
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（２）間食費 

 間食費 

➀一律（生活保護、非課税世帯、生活困窮世帯も間食費はかかります。） 1,500 円 

➁食物アレルギー等により間食辞退する場合（※要事前申請） 無料 

➂休所等により一月 13日以上引き続き間食辞退する場合（※要事前申請）   750 円 

※ ②で辞退する場合は、ご家庭で間食をご用意いただくこととなります。 

※ ③で辞退する場合は、前日までに申請が必要です。月をまたいで 13日以上間食を辞退する場

合や、週に数日ずつのような断続的な辞退は対象外です。 

 

（３）支払い方法について 

 育成料等のお支払い方法は、口座振替でお願いします。 

入所決定通知書に同封する口座振替通知書で、希望する取扱金融機関などでお申し込み

ください。なお、金融機関に行かなくても市役所で口座振替登録ができる便利な『Pay-

easy（ペイジー）口座振替サービス』もご利用ください。詳しくは、入所決定後に「学童

保育所利用のしおり」をご確認ください。 

 
 

 

《重要》 

[令和 7年度口座振替をされている方] 

令和 8年度も同じ申請者である場合は自動的に同じ口座からの引落としとなりますので、お手

続きは不要です。 

※令和 7年度より前に学童利用されていた方も同様となります。 

 

例 

      ①             ②              ③ 

令和 7年度 申請者：母   令和 7年度 申請者：父    令和 3年度 申請者：母 

令和 8年度 申請者：父   令和 8年度 申請者：父    令和 8年度 申請者：母 

      ↓              ↓              ↓ 

  口座引継ぎ×      口座引継ぎ〇      口座引継ぎ〇 

 

申請者の名義が昨年度と変更となった場合（上記①）、口座情報の引継ぎがされず、再度手続

きが必要となりますので、ご注意ください。 

 

[残高不足にご注意] 

 口座引落としができないと、学童保育所の運営に支障を来すこととなりますので、残高不

足には十分ご注意願います。 
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○学童保育所一覧 

名称 基準定員 所在地 電話番号 FAX 番号 

第一クラブ 80 人 
奈良橋 4-600 

（奈良橋市民センター内） 
042-565-7373 042-562-3704 

第二クラブ 

40 人 
南街 5-32 

（南街市民センター内） 
042-564-6176 042-590-7010 

30 人 
南街 3-61-2 

（第二小学校内） 
080-3430-5272 

 

第三クラブ 40 人 
清原 4-1312-2 

（第三小学校内） 
080-9217-8861 

 

第四クラブ 

60 人 狭山 5-1054-1 042-564-2660 同左 

40 人 
狭山 5-1038 

（第四小学校内） 
080-8755-9901 

  

第五クラブ 60 人 
向原 3-10 16 号棟 

（向原市民センター内） 
042-565-4140 042-563-1879 

第六クラブ 40 人 
清原 2-1 北 17 号棟 

（きよはら児童館内） 
042-564-9794 042-565-6021 

第七クラブ 60 人 芋窪 5-1183-1 042-565-4114 同左 

第八クラブ 60 人 立野 3-1246-1 042-565-8003 同左 

第九クラブ 60 人 
蔵敷 2-546 

（第九小学校敷地内） 
042-564-9745 同左 

第十クラブ 60 人 
上北台 2-865-9 

（上北台市民センター内） 
042-565-1900 同左 

桜が丘クラブ 60 人 桜が丘 2-222-11 042-562-7725 同左 

立野第一学童クラブ 35 人 立野 3-1293-10 042-843-5717 同左 

立野第二学童クラブ 35 人 立野 3-1293-10 042-843-5817 同左 

※ 第二クラブ及び第四クラブの入所先は選択できません。 

※ 立野第一・第二学童クラブの入所先は選択できません、通学の学校等を踏まえ決めさせていただ

きます。立野第一・第二学童クラブへの入所が決定した場合、運営する社会福祉法人から通知書等

が送付されます。また、入所後の各種手続きも社会福祉法人にご提出ください。 
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＜ランドセル来館事業について＞ 
 

○申請要件と利用期間について 
（１）学童保育所の全ての入所要件に該当する方（4ページをご確認ください。） 

＜利用可能期間＞ 

監護ができない期間（出産は出産予定月を挟んで前後各 2か月ずつの合計 5か月間以内） 

（２）配偶者が死亡、離別その他の理由により不存在で、求職を行う方 

ランドセル来館事業のみの申請要件です。学童保育所の入所要件にはありません。 

＜利用可能期間＞ 

1 年度につき 1回、入所月の 1日から原則として 1か月間（最長、2か月間） 

※ 求職を申請要件として 4 月から利用を希望する場合、直近の求職状況の確認をするため、

二次申請期間から申請書の提出を受付します。 

  ※ 利用申請書の利用期間は 1か月でご記載ください。 

利用月の 20 日時点で就労決定の見込みが立たない場合限り、申出により求職による利 

用を 1か月延長することができます。延長希望の方は、20 日から 25日（休館日を除く。

25 日が休館日の場合は、翌開館日）までの間に、必ず児童館に申し出てください。 

  

 労働の場合の就労時間などの条件は以下のとおりです。 

・月の就労日数が 13 日以上 かつ 1 日の就労時間が 4 時間以上であるこ
と。また、児童の学年ごとに、就労終了時間が次の時間であること 

                         

1 年生   午後 2時 30 分以降 

2 年生   午後 2時 31 分以降 

3 年生   午後 3時 31 分以降 

4 年生以上 午後 4時 1分以降 

 

また、上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は、利用できません。 

 (1) 感染症にかかっている場合 

(2) 心身に著しい障害、疾病等があって、ランドセル来館事業で加配による支援なしで安

全に集団生活を送ることが困難であると教育委員会が認める場合 

(3) 他の児童や職員に危害を加えたり、施設の物品等を損壊するなどを繰り返し、職員か

らの注意に関わらず改善せず、他の児童の育成を著しく妨げると認められる場合 

※支援員の支援により、集団生活が可能である児童は、加配制度がある学童保育所をご利用

ください。 

※利用開始後、上記に該当すると判断された場合、承認取消しとなることがございます。 
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○申請に必要な書類 
・ ランドセル来館利用申請書（クリーム色） 

・ 児童を監護できない理由を証明する書類 

※ 父・母それぞれ提出してください。ランドセル来館利用申請については、制度上、公簿

による確認ができないため、ひとり親の場合は、それを証明する書類として、

離婚・非婚の方は、戸籍（全部事項証明）の写しまたは離婚受理証の写

しまたは児童扶養手当証書等の写し、離婚調停中の方は離婚調停・離

婚裁判関係の書類の写しが必要です。 
 

労 働 就労証明書・就労申立書。自営業の方は最新の確定申告書控えの写し等、内職 

の方は契約書写しをさらに添付。 

※ 確定申告書の控えがない場合は、開業届の写し、保健所等が発行する許可証 

等の写し、契約書の写し、広告（所在地・屋号、営業時間等記載必須）を提出 

してください。いずれも毎年提出してください。有償ボランティアの場合は、

勤務日数、時間活動時間等が確認できる書類を添付。 

疾 病 疾病名と入院や寝たきり、精神性疾患により日常の保育が困難である旨とその

期間が記載された医師の診断書など 

障 害 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保険福祉手帳、医師の診断書など 

介 護 等 介護認定書の写し、各種障害者手帳、医師の診断書など 

出 産 母子健康手帳など（母の名前と出産予定日がわかるページ） 

就 学 在学証明書及び時間割などの就学時間等が確認できる書類 

災 害 り災証明など 

育児休業 入所希望月の翌月 1日までの職場復帰年月日の入った就労証明書など 

求職（ひとり親のみ） 下記全ての書類 

➀ 求職活動状況等申告書 

（青少年課、各児童館で個別に配布します。また、東大和市ホームページからダ

ウンロードできます。） 

➁ 求職活動中であることを確認できる書類 

 

※ 就労証明書・就労申立書については、押印は不要です。 

※ 弟妹が保育園の入所申請をする場合の「就労証明書・就労申立書」については、保育園

入所申請添付書類の就労証明書の写しに代えることができます。また、兄弟で学童保育

所やランドセル来館を申請する場合は、どちらかの書類は原本、他方は写しでの提出が

可能です。 

※ 各種証明に係る書類（就労証明書、医師の診断書等）については、申請日から 3か月以

内に発行されたものに限ります。ただし、契約期間のある就労証明書であり、提出時に

当該契約期間が終了しているものは使用できません。 

※ 勤務時間がシフト制であるなど変則勤務の場合は、最も代表的な勤務時間を「就労証明 

書」に記載されるように就労先と調整をしてください。 

※ 申請内容については、保護者や就労先等に電話等により確認する場合があります。 

   申請期間、申請方法、障害のある児童の利用、申請時に住所が東大和市にない方の申請 

については、学童保育所と同様の取り扱いとなります。それぞれの該当ページを参照して 

ください。 
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○利用決定後について 
利用承認後、利用承認通知書を送付します。 

利用開始までに必要な手続きなどについては、利用承認通知にてご案内いたします。 

 なお、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに各児童館に申し出てください。 

 ※ 緊急のお知らせ等は、マチコミメール（メーリングリスト）にてお知らせします。原則、

ランドセル来館を利用する保護者は登録が必要となります。予めご了承ください。 

 

○利用承認の取消しについて 
以下の場合は、利用承認が取消しとなりますので予めご了承ください。 

・ 申請に不正な事実があったと認められた場合や退職、休職等により入所要件を満たさな

くなった場合 

・ 他の児童や職員に危害を加えたり、施設の物品等を損壊するなどを繰り返し、職員から

の注意に関わらず改善せず、他の児童の育成を著しく妨げると認められる場合 

・ 3か月間続けて利用がない場合（学童保育所の入所保留決定に伴う一時利用を除く。） 

※ 3か月間続けて利用がなく、利用承認の取消しとなった後に、再度利用が必要となった

場合には、改めて申請をお願いします。各種証明に係る書類（就労証明書、医師の診断書

等）については、利用承認の取消し前に申請に添付した書類は、発行から 3か月を超過す

ることとなるため、再度使用することはできません。改めてご用意いただくこととなりま

す。就労証明書や診断書の発行の際は、各月の申請期限にご注意ください。 

     

ランドセル来館実施場所 

名称 所在地 電話番号 FAX 番号 

ならはし児童館 
奈良橋 4-600 

（奈良橋市民センター内） 
042-562-3600 042-562-3704 

第四小学校 

（ならはし児童館管轄） 
狭山 5-1038 090-9013-2316 なし 

かみきただい児童館 
上北台 2-865-9 

（上北台市民センター内） 
042-567-2884 042-567-3365 

むこうはら児童館 
向原 3-10 16 号棟 

（向原市民センター内） 
042-563-1858 042-563-1879 

なんがい児童館 

または 

第二小学校 

（なんがい児童館管轄） 

南街 5-32 

（南街市民センター内） 

南街 3-61-2 

042-567-2441 

090-9008-4147 

042-590-7010 

なし 

きよはら児童館 清原 2-1 北 17 号棟 042-565-6021 042-565-6021 

さくらがおか児童館 
桜が丘 3-44-13 22 号棟 

（桜が丘市民センター内） 
042-567-2237 042-567-2238 

※ なんがい児童館、第二小学校につきましては、当該年度の申請状況等により振り分けを決

定するため、申請時にどちらかを選択することはできません。利用承認後にお知らせします。  
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○入所基準表 
項 保護者の状況 

類型 細目 基準指数 

１学年 ２学年 ３学年 ４学年 ５学年 ６学年 

１ 疾病 

 

 

 

 

 

 

入院している場合又は入院が確実に見込

まれる場合 

１０ １０ １０ ７ ６ ５ 

居宅において寝たきり若しくはこれに準

ずる状態にある場合又は感染性の疾病若

しくは精神障害者保健福祉手帳を有しな

いが精神性の疾病で医師が児童の監護が

できないと判断した場合 

１０ １０ １０ ７ ６ ５ 

２ 障害 身体障害者手帳１～２級、愛の手帳１～

３度又は精神障害者保健福祉手帳１級の

障害を有する場合 

１０ １０ １０ ７ ６ ５ 

身体障害者手帳３～４級、愛の手帳４度

又は精神障害者保健福祉手帳２～３級の

障害を有する場合 

７ ６ ５ ４ ３ ２ 

３ 災害 災害により被害を受け、その復旧のため

児童を監護することができない場合 

１０ １０ １０ １０ １０ １０ 

４ 労働 就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

６時を超える場合（始業時刻が午後６時

までの場合に限る。） 

９ ８ ７ ６ ５ ４ 

就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

５時３０分を超え午後６時までの場合 

８．５ ７．５ ６．５ ５．５ ４．５ ３．５ 

就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

５時を超え午後５時３０分までの場合 

８ ７ ６ ５ ４ ３ 

就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

４時３０分を超え午後５時までの場合 

７．５ ６．５ ５．５ ４．５ ３．５ ２．５ 

就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

４時を超え午後４時３０分までの場合 

７ ６ ５ ４ ３ ２ 

就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

３時３０分を超え午後４時までの場合 

６．５ ５．５ ４．５    

就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

３時を超え午後３時３０分までの場合 

６ ５ 
 

   

就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

２時３０分を超え午後３時までの場合 

５．５ ４．５     

就労時間が４時間以上で終業時刻が午後

２時３０分の場合 

５      

５ 介護等 寝たきり若しくはこれに準ずる状態若し

くは身体障害者手帳１～２級、愛の手帳

１～３度、要介護状態区分が要介護３～

５、又は精神障害者保健福祉手帳１級に

該当する同居の親族を介護若しくは看護

している場合 

５ ５ ５ ４ ３ ２ 

要介護状態区分が要介護３～５のいずれ

かに該当する要介護認定を受けている同

居していない親族を、その者の自宅で介

護若しくは看護している場合 

５ ５ ５ ４ ３ ２ 
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項 保護者の状況 

類型 細目 基準指数 

1 学年 2 学年 3 学年 4 学年 5 学年 6 学年 

６ 出産 母が産前及び産後の休養中（出産予定月

を挟んで前後２月の合計５月以内にある

ことをいう。）の場合 

５ ５ ５ ４ ３ ２ 

７ 育児休業 育児休業を取得しており、かつ、その終

了後、元の職場に復帰する場合（入所し

ようとする月の翌月の初日までに復帰す

る場合に限る。） 

 

５ ５ ５ ４ ３ ２ 

備考 

１ この表において「終業時刻」とは、就労時間が終了した時刻（深夜勤務にあっては、就労時間

及び心身の疲労の回復に要する時間で教育委員会が認めるものが終了した時刻）をいう。 

２ ４の項に該当する者で、その者に適用する基準指数がないもの又は１月当たりの就労日数が１

３日未満のものは、入所の対象外とする。 

３ 保護者の就学により児童を適切に監護することができない場合は、４の項を適用する。 

４ 心身に障害、疾病等を有する児童の保護者の基準指数は、第１学年の基準指数を適用する。 
 

○調整指数表 
項 保護者の状況 調整指数 

１ 入所基準表の４の項に該当する保護者で就

労場所が東大和市の区域外にある場合 

＋０．５ 

２ 入所基準表の４の項に該当する保護者が内

職にのみ従事している場合 

－２ 

３ 保護者のいずれかが死亡、離婚、その他の理

由により不存在の場合 

１学年 ＋６ 

２学年 ＋６ 

３学年 ＋６ 

４学年 ＋５ 

５学年 ＋４ 

６学年 ＋３ 

４ 保護者のいずれかが入所予定月を含む２月

以上東京都の区域外へ単身赴任している場

合 

＋２ 

５ 過去に入所の承認を受けた保護者が新たに

入所の申請をする場合において、２月分以

上の育成料等を滞納しているとき 

－６ 

 

＊ 保護者それぞれの入所指数（基準指数と調整指数の合計。１０点を超える場合は１０点となり

ます。）を算出し、指数が低い方を適用します。 

＊ 適用した入所指数の高い順に入所を承認します。ただし、入所指数が同点の場合は、入所要件

が災害、疾病、障害、労働、介護、就学、出産、育児休業の順で承認します。更に同位のときは、

次に掲げる順序により優先します。 

ア 学年の低い児童（入所しようとする児童に限る。）の保護者 

イ 就労日数又は時間、家族構成等の家庭状況を総合的に考慮し、より保育が必要と教育委員会が

認めた保護者
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学童保育所・ランドセル来館のＱ＆Ａ 

１ 塾や習い事のために遅刻したり、中抜けすることはできますか。 

 ⇒ 学校（土曜や長期休業中は自宅）から直接利用する以外はできません。 

また、一度早退すると同日に再度利用することはできません。例外は、夏休み中の学校の

プールや補習等の学校が主催する行事や通院のみとなります。 

 

２ 夏休みだけ利用することはできますか。 

 ⇒ 夏休み期間だけ利用するための制度はありません。利用したい月の前月の申請締め切り

日までに申請し、学童の入所またはランドセル来館の利用承認を受ければ利用することが

できます。学童保育所は、空きがない場合は待機となります。 

 

３ 現在、学童保育所（またはランドセル来館）を利用しています。次年度も利用を希望する

場合は申請が必要ですか。 

 ⇒ 学童保育所もランドセル来館事業も単年度ごとの承認となるため、毎年度申請が必要で

す。また、就労証明書や診断書等の各種書類も毎年度提出が必要となります。 

 

４ 就労証明書の雇用等期間が令和 8年 3月 31 日までとなっていますが、申請できますか。 

 ⇒ 更新見込みがある場合のみ申請可能です。未定であったり、更新予定がない場合は要件

が確認できないため申請できません。 

 

５ 第 1希望とした学童保育所に優先して入所できますか。 

 ⇒ 申請では児童が一人で通うことができる学童保育所を選択し、第 3 希望まで記載して

いただけます。全申請者の入所指数の高い順に入所決定をするため、その時点で第１希望

に空きがあれば入所することができますが、満員の場合は第 2 希望以降への決定となり

ます。また、第 2希望以降の学童保育所に入所した場合、第 1希望の学童保育所の待機は

できません。 

 

６ 復職予定で申請しましたが、下の子の保育園が決まらず復職できませんでした。その場合、

4月 1日から利用はできないでしょうか。 

 ⇒ 4 月 1 日から学童保育所やランドセル来館事業を利用する場合は、5月 1日までに復職

することが条件となります。このため、3月中旬までに復職が決まらない場合は、利用で

きません。速やかに青少年課にご連絡をお願いします。 

 

７ 学童保育所を希望していましたが、待機でランドセル来館を利用していたら、学童保育所

でなくランドセル来館を継続して利用したくなりました。何か手続きが必要ですか。 

 ⇒ 学童保育所の申請取り下げと、改めてランドセル来館の申請が各月の期限（１ページ参

照）までに必要となります。また、その場合、就労証明書等が 3か月以内ではない場合は、

就労証明書の再発行が必要です。 


